
○社会福祉法人登米市社会福祉協議会 

後 援 名 義 の 使 用 許 可 に 関 す る 要 綱 

 

平成２８年１０月１日制定 

平成３０年３月１日制定 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人登米市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が、関係機関・団

体等が主催する事業（講演会、講習会、発表会、チャリティショー）に対し、後援名義の使用許可を

行う基準、手続き等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（許可の基準） 

第２条 本会が後援名義の使用許可を行う事業は、次の各号に該当することを要件とする。 

（１）主催者が、次のいずれかに該当するものであること。 

  ア 国又は地方公共団体 

  イ 公益法人又はこれに準ずる団体 

  ウ 民間非営利団体又はこれに準ずる団体 

エ 暴力団関係者等の反社会的勢力でないこと 

オ その他の団体等で公共性・社会性を有し、売名及び営利を目的としたものでないこと 

（２）事業の内容が、次のすべてに該当するものであること。 

ア 公共の福祉推進を目的とする団体に対して、その事業収益を寄付するために行われるチャリ

ティショー等の行事 

イ 原則として宮城県内で開催される行事であること 

ウ 営利を主たる目的とするものではないこと 

エ 宗教的目的を有するものではないこと 

オ 政治的目的を有するものではないこと 

カ 公の秩序及び善良な風俗を乱すものではないこと 

キ 社会的妥当性を欠くものではないこと 

 

（申請手続き等） 

第３条 後援名義の使用許可を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として当該事

業を開催しようとする日の３０日前までに「後援名義使用許可申請書」（様式第１号）に次の各号の

資料を添付し、本会会長に提出しなければならない。 

（１）団体の概要がわかるもの（規約、会則、役員名簿、会員名簿、総会資料 等 

（２）活動経歴書（様式第１号２）（（１）がない場合は） 

（３）申請する事業内容がわかるもの（開催要項、予算書、チラシ、広報紙 等） 

（４）その他本会会長が必要と認めた資料等 

 

（許可又は不許可の通知） 

第４条 本会会長は、前条の申請に基づき後援名義の使用を許可又は不許可した時は、「後援名義使用



（許可・不許可）通知書」（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 本会会長は、前項の許可について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。 

（申請内容の変更） 

第５条 後援名義使用の許可を受けた者（以下「許可書受理者」）は、使用許可の通知を受けた後にお

いて、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに申し出て本会会長の承認を受けなければならない。 

 

（使用許可の取消し） 

第６条 前条に定める手続きを怠り、又は申請内容に反する行為があった場合は、本会会長は後援名義

の使用許可を取り消し、許可書受理者に通知するものとする。 

 

（使用名義） 

第７条 許可書受理者が使用する名義は、「社会福祉法人登米市社会福祉協議会」、「（福）登米市社会福

祉協議会」又は「登米市社会福祉協議会」のいずれかとする。 

 

（事業実施報告） 

第８条 許可書受理者は、事業の終了後速やかに事業実施報告書（様式第３号）に関係書類を添えて、

本会会長に提出しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１０月１日より施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年３月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


